
※各事業は状況により延期または中止になる場合が   あります。詳細については直接お問い合わせください。
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　　農林課農業振興係 ☎62‐5514問　　生活課環境係 ☎62‐1110　　　62‐2880問

し ご と お し ら せ

「
春
」

　市内で農業を営む認定農業者以外の小規模販売農家に対し、農業用機械の購入費用を補助します。
（補助金額：３分の１、上限30万円）。申請締切は５月末ですが、予算上限に達した時点で終了と
なります。 ※詳しくは市ホームページをご覧いただくか下記までお問い合わせください。

農家の皆さまへ「小規模農家営農継続支援事業」のお知らせ
　自治会および町内会等が設置、管理するごみ集積所の整備（ごみ集積庫の新設、更新および
修繕、改修）に係る費用の一部について補助金を交付します。今年度の申込期限は６月末日です。
活用をご検討されている自治会等は事前に生活課環境係までご相談ください。

令和４年度ごみ集積所整備費補助金について

■ 求職者向け職業訓練生の募集
訓練科（定員）
CAD・NC技術科（15名）
訓練期間 ６月２日（木）～11月29日（火）
時間 ９時30分～15時40分
会場 ポリテクセンター秋田（潟上市）
募集締切 ４月26日（火）
受講料 無料（テキスト代別途）
応募資格
　ハローワークに求職申し込みをされ
た方で、新たな技術・技能を身につけて
再就職を希望する方
　　ポリテクセンター秋田
　　☎018‐873‐3178

■ 特別支援学校臨時的任用教員
等の募集

　特別支援学校に勤務できる臨時講師
等を募集しています。

■ 新型コロナウイルス感染症自宅
療養者へ給付金を支給します

　秋田県では、新型コロナウイルス感
染症に罹患し、自宅療養された方に給
付金（１人あたり３万円）を支給します。
　詳しくは、県ホー
ムページをご覧にな
るか、下記の給付金
コールセンターへお
問い合わせください。
　　秋田県新型コロナウイルス感染症
　　自宅療養者給付金コールセンター
　　☎0120‐515‐153（９時～18時）

【募集する職名および必要な資格】
▷講師（臨時）
　小学校・中学校・高等学校のいずれか
の教諭普通免許状を保有されている方。
特別支援学校教諭普通免許状の有無は
問いません。
▷寄宿舎指導員（臨時）
　平成15年４月１日以前に生まれた者
　学校に隣接する宿舎（寄宿舎）で、生
徒の生活指導やそれに係る事務処理等
の業務を行います。日勤や宿直があり
ます。教員免許状は不要です。
【申込手続】
　電子申請による申
し込みとなります。
興味のある方は、遠
慮なくお問い合わせ
ください。また、詳細
についてはQRコードを参照してくだ
さい。
　　秋田県教育庁特別支援教育課
　　☎018‐860‐5133

問

問

問

無線連動型住宅用火災警報器の
購入費用を一部補助します！

　　北秋田市消防本部予防課 ☎62‐1119問

補助金の決定は該当する火災警報器設置後の申請で審
査しますので、ご希望の方は事前に相談してください！

　令和４年度、無線連動型住宅用火災警報器の購入に対
する補助金の交付事業を行います。住宅用火災警報器の
設置が義務化されて10年が経過しました。古くなると
電池切れや電子機器の経年劣化等により火災を感知しな
くなることがあります。新しい住宅用火災警報器を設置
や交換する際は、連動型にすることを推奨します。
【交付基準】
北秋田市内に住所を有し、居住し、自己所有住宅であること
【補助対象】
・ 高齢者の1人暮らしまたは高齢者のみで構成される世帯
・ 障害者の1人暮らしまたは重度障害者（障害者手帳所
持者）を含む世帯

※近隣世帯と相互に連動させる場合はいずれかの世帯が
対象となります。

【補助金額】購入費の２分の１に相当する額
（１個当たり5,000円  １世帯４個まで  上限20,000円）

下水道（農業集落排水施設）
使用人数についてのお知らせ
　新年度が始まり、就職等による転出入の異動が
多い時期となりました。ご家族の人数に変更があ
り次の①～③のいずれかに該当する場合は、人数
変更のお届けが必要となります。

①自家水で公共下水道を使用している世帯
②市の水道と自家水を併用し、公共下水道
　を使用している世帯
③農業集落排水施設を使用している世帯
　お届けは、水道お客様センター、各総合窓口セ
ンターおよび出張所で受け付けております。
　なお、ご不明な点がございましたら、下記お問
い合わせ先へご連絡くださいますようお願いしま
す。

水道お客様センター ☎67‐6052
都市計画課下水道係 ☎72‐5248

【お問合せ】

生活課関連施設ゴールデンウィーク中の休業日
４月 ５月

29日
（金）

30日
（土）

１日
（日）

２日
（月）

３日
（火）

４日
（水）

５日
（木）

６日
（金）

７日
（土）

８日
（日）

施設の名称等

クリーンリサイクルセンター
鷹巣埋立地
長下処分場
鷹巣斎場／清幸苑
し尿の汲取り

●休 ●休
●休

●休 ●休 ●休 ●休
●休

●休●休 ●休 ●休 ●休

●休

●休
●休
●休

●休

●休

●休

●休
●休 ●休 ●休

　　高齢福祉課高齢福祉係 ☎62‐6639問

高齢者障がい者等外出支援サービス

利用者負担金の緩和措置を
　　再延長します！

　現在実施している利用者負担金の緩和措置
（旧制度の負担額を上回る場合の軽減措置）につ
いて、右記のとおり適用期間を１年延長します。

令和２年４月１日～
令和４年３月31日
令和４年４月１日～
令和５年３月31日
令和５年４月１日～

令和２年４月１日～
令和５年３月31日
令和５年４月１日～
令和６年３月31日
令和６年４月１日～

増額分の３割

増額分の６割

完全実施

措置内容 変更前 変更後

　　　　生活課地域推進係 ☎62‐6628問申

日頃、感じていることを行動にしてみませんか

市民提案型まちづくり事業補助金

１回目 ４月８日（金）／２回目 ６月14日（火）
３回目 ８月16日（火）／４回目 10月18日（火）

募集
締切

　市民の皆さん自らが地域のことを考え、地域課題の解決や地域振興に取り組む
活動を支援し、活動団体を育成するため、団体が自発的に行うまちづくりに役立
つ公益的な事業に対し、補助金を交付します。
▷交付される補助金額

▷応募方法
　申込書に必要事項を記入し、生活課地域推進係へ提出してください。
　申込書等は、各庁舎、市民ふれあいプラザおよび各公民館へ備え付けるほか、
市ホームページにも掲載します。
　申込書の書き方もお気軽に問い合わせください。

補助金額

補助対象経費
×
補助率

＝

＋
加算額

（1,000円未満切り捨て）

《
補
助
率
と
加
算
額
》

補助対象経費
10万円以下

10万円を超え30万円以下
30万円を超え50万円以下
50万円を超える

補助率
90％以内
80％以内
70％以内
60％以内

加算額
―

１万円
４万円
９万円

　　生活課環境係 ☎62‐1110問

今回で最終回となります。ご愛読ありがとうございました。


